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○
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
引
き
起
こ
し
た
社
会
的
影
響
が
大
き
い
事
故
の
速
報
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
一
二
二
四
号
）

１

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
を
除
く
。
）
、

特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
及
び
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
自
動
車
の
事

故
に
関
し
、
報
道
機
関
に
よ
る
報
道
が
あ
っ
た
と
き
又
は
取
材
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
当
該
事
故
の
社

会
的
影
響
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ

り
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
そ
の
事
故
の
概
要
を
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
速
報
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
速
報
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
進
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


